
1 
 

平成２４年度第７回理事会議事概要 

 

日 時： 平成２４年１１月２０日（火） １５：３０～１６：００ 

 

場 所： 特別会議室 

 

出席者： 理事長  鈴木 和夫 

 

 理事（企画・総務担当）  城土  裕 

 

 理事（研究担当） 大河内 勇 

 

 理事（森林業務担当） 宮本 敏久 

 

 理事（業務承継円滑化・適正化担当） 森下 眞行 

 

 監事 滑志田 隆 

 

 監事 西田 篤實 

 

 総括審議役 森田 一行 

 

 総括審議役 安藤 伸博 

 

 審議役 渡邊  聡 

 

 総務部長 藤江 達之 
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１．開会 

 

２．議事 

本日は、井上理事、落合企画部長が所用のため欠席となっている。 

議題が２件、報告が３件となっており、次第に従って報告いただくこととし

たい。 

 

（１）退職手当の支給水準等改定について 

 

（総務部長）＜資料Ⅰ－１を説明＞ 

退職手当の支給水準の改定については、１１月１６日に国家公務員退職手当

法等の一部改正に関する法律が成立しており、独立行政法人についても同様の

措置を講ずることとし、労働組合と交渉を行うこととしたい。 

今回の改正の主な内容は、現行が１０４／１００である調整率を平成２５年

度１月から９８／１００、最終的には８７／１００まで引き下げることとして

いる。この措置によって、退職手当の額が平均で４００万円強の引き下げとな

る。 

また、早期退職者募集制度を新たに創設し、これに併せて定年前早期退職特

例措置について適用対象年齢下限を５０歳から４５歳へ引き下げ、割増内容と

して１年につき２％から３％への引き上げを行う。この措置の施行期日につい

ては別途政令で定められることとなっている。 

なお、労働組合との交渉については、従前通り、農林水産省所管独立行政法

人賃金改定協議会として行うこととしている。 

 

（森田総括審議役） 

 交渉のスケジュールについてはどのようになっているのか。 

 

（総務部長） 

 昨日、提案を行い交渉を開始したが、できるだけ速やかに決着するよう進め

ていきたい。 

 

（宮本理事） 

 定年前早期退職特例措置による割増の最高限度は自動的に引き上げられると

理解していいのか。 

 

（総務部長） 
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 最高限度については、政令で定められることとなっており、独立行政法人に

おいてもそれに準ずる扱いとなる。 

 

（理事長） 

本件議題については理事会として了承された。 

 

（２）平成２５年１月期研究職員の採用について 

 

（森田総括審議役）＜資料Ⅰ－２を説明＞ 

 本件については、日程の関係があり、既に１０月３０日に公募を開始してお

り、事後の報告となったことをお詫びする。 
平成２５年１月期の研究職員の採用予定は、①本所、立地環境研究領域、②

本所、森林昆虫研究領域、③本所、構造利用研究領域、④四国支所、⑤林木育

種センター、遺伝資源部で各１名づつ、計５名となっている。 
応募の条件は、採用日までに博士号を取得していることとなっており、今後

のスケジュールは、１１月２９日（木）に応募締切、１２月４日（火）に書類

審査、１２月１１日（火）に面接試験を実施し、１月１日付での採用を予定し

ている。 
 

（理事長） 

 応募条件を「博士の学位を有する者」としているが、今後も博士のみを対象

とした募集を行うのか。採用の多様化も検討する必要があるのではないか。 

 

（大河内理事） 

 任期付き研究職員については、学士、修士で採用し、期間中に学位を取得さ

せることについての検討を行っている。 

 

（理事長） 

本件議題については理事会として了承された。 

 

（３）平成２４年度森林農地整備センター新規採用者の内定について 

 

（安藤総括審議役）＜資料Ⅱ－１を説明＞ 

 森林農地整備センターの新規採用について現在の状況を報告する。 

９月１日付採用者については、一次試験を７月１日、二次試験を７月２２日

に行い、９月１日付で４名を採用した。現在、この４名のうち、３名が整備局、
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１名が水源林事務所で勤務している。 

平成２５年４月１日付採用の募集については、７月６日から８月３１日に募

集を行い、一次試験を１０月６日、二次試験を１１月２０日に行い、４名を内

定したところ、全員から承諾書が提出された。この４名については平成２５年

４月１日付で採用し、基本的には整備局に配置することとして準備を進めてい

る。 

 

（理事長） 

９月１日付採用者は全員川崎に勤務しているわけではないという理解でいい

か。 

 

（安藤総括審議役） 

 ４名については、中部整備局、近畿北陸整備局、中国四国整備局及び神戸水

源林事務所に配置しており、川崎での勤務者はいない。 

 

（森下理事） 

 まず、現場で経験を積むことが必要と考えており、このような配置とした。 

 

（理事長） 

本件報告については理事会として了承された。 

 

（４）冬季の節電目標について 

 

（総務部長）＜資料Ⅱ－２を説明＞ 

今冬の節電目標について、農林水産省から協力要請があったので報告する。 

内容は、北海道電力管内においては指定された期間、時間について７％以上

の節電、北海道以外の電力管内においては数値目標を伴わない節電となってい

る。 

森林総合研究所としては、昼休みの消灯等照明の節電、パソコン等身の回り

の電気機器の節電、ウォームビスの実行により、節電に取り組んでいくことと

しているが、北海道内の施設についてはこの数値目標を念頭により一層の節電

対策を求めていくこととしたい。 

 

（城土理事） 

 開始期間が１２月３日あるいは１０日となっているが、それまでの間につい

ては夏期の取組みが継続されているという理解でいいか。 
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（総務部長） 

夏期の節電対策の期間は夏期の需要期である９月末までとなっており、冬期

の需要期について今回の協力要請があったもの。従って夏期と冬期の間に節電

目標が示されない期間があったこととなる。 

 

（理事長） 

本件報告については理事会として了承された。 

 

（５）農用地総合整備事業「美濃東部区域」の完工式について 

 

（安藤総括審議役）＜資料Ⅱ－３を説明＞ 

 農用地総合整備事業「美濃東部区域」の完工式が行われますので、御案内す

る。 

本事業は、農用地整備事業としては最後の地区であり、平成２４年度に完工

となり、１１月２７日に完工式が行われることとなった。 

本事業は、平成１０年から２４年まで事業費３９５億円で岐阜県関市等７市

町村を対象とし、区画整理、暗渠排水、農用地造成、農業用道路等の整備を行

ってきた。 

林業分野との関連については、農道を利用した物流の改善等への貢献が期待

されている。 

完工式は１１月２７日に郡上市総合文化センターにおいて地元の関係者等が

参加して挙行されることになっており、森林総合研究所からは理事長と森林農

地整備センター所長が出席する予定となっている。 

 

（理事長） 

本件報告については理事会として了承された。 

 

（６）その他 

 ２件の追加報告があった。 

 

（滑志田監事）＜契約審査委員会の結果について＞ 

 １１月１９日に外部委員で構成される平成２４年度契約監視委員会が開催さ

れ、平成２３年度分の契約について検討を行ったので報告する。 

契約件数は、研究開発部門が８千件、農地整備センターが５千件となってお

り、今回はその中で一般公募入札、随意契約を併せて４１４件を審査対象とし、
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審査結果については、後日委員長から理事長宛てに報告書が提出されることと

なっている。 

小職も参加して審査した限りにおいては、契約が概ね適切に行われていると

判断された。 

総務省の行政管理局が独立行政法人における契約見直しということで再三通

知を出しており、特に二年連続の一者応札となった案件については四半期ごと

に契約監視委員会でチェックするよう指導がなされているが、委員としては年

一回程度の委員会開催で効率的に一者応札等の状況をチェックしていきたいと

考えている。 

森林総合研究所全体では、平成２３年度において契約全体に占める随意契約

の割合について、件数では総務省の目標をクリアしているが、金額で若干上回

っていた。この原因としては、震災対応等やむを得ない事情があってこのよう

な結果になったものと認識している。また、個々の入札案件についても契約金

額が高額なもの、落札率が高いもの等について審査を行ったが、それぞれにつ

いて理由について明確な説明があり、理解できるものであった。 

 

（理事長） 

随意契約の割合について、具体的な数値で説明してほしい。 

 

（滑志田監事） 

見直しでは、全契約中、随意契約の契約金額の割合について６.９％という目

標に対して、平成２３年度においては７.８％と若干上回り、達成されていなか

った。契約件数では２９.５％の目標に対して２０.３％と目標を達成していた。

この点について、一層の努力の必要があると考えている。 

 

（理事長） 

本件報告については理事会として了承された。 

 

（総務部長）＜特例公債法案の成立について＞ 

１１月１６日に特例公債法案が成立し、１２月初旬までには交付金が交付さ

れることとなり、第５回理事会で審議いただいた短期借入れの必要がなくなる

見込みであることを報告する。 

 

（理事長） 

本件報告については理事会として了承された。 
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次回の平成２４年度第８回理事会は１２月１８日（火）に森林農地整備セン

ターにて開催予定となった。 

 

３．閉会 


